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定款の一部変更に関するお知らせ 

  
当社は、本日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成 20年 6月 26日開催の第

84回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。 
 
記 

 
1. 変更理由 
（1）事業目的の変更及び追加 
当社は、事業内容の多様化に対応するため、事業目的の変更及び追加を行います。 
（2）自己株式の取得 
当社は、機動的な自己株式の取得を行うため、会社法第 165条に定める自己株式の取得を行え
るよう、当該条項を追加いたします。 
 
2. 変更内容 

現 行 定 款 変 更 案 

（目的） 
第2条 当会社は次の業務を営むことを目的と

する。 
 1.～9.（条文省略） 
 10.企業の営業譲渡、資産売却、資本参加、業務
提携及び合併等に関する仲介、斡旋並びに投資

業 
 11.～12. （条文省略） 
 13.金銭の貸付け、金銭の貸借の媒介及び代理 
 

14.～16.（条文省略） 
（新設） 

17. （条文省略） 
 

（目的） 
第2条 （現行どおり） 
 
 1.～9.（現行どおり） 
 10.企業の営業譲渡、資産売却、資本参加、業務提
携及び合併等に関する仲介、斡旋、投資業並び

にアドバイザリー業務 
 11.～12. （現行どおり） 
 13.金銭の貸付け、金銭の貸借の媒介及び代理並び

にこれらの業務に関するアドバイザリー業務 
14.～16.（現行どおり） 

 17.経営一般に関するコンサルタント業務 
 18. （現行どおり） 

（新設） 
 

（自己の株式の取得） 
第 8条 当会社は、会社法第 165条第 2項の規定に

より、取締役会の決議をもって市場取引等

により、自己の株式を取得することができ

る。 

第 8条～第 42条（条文省略） 第 9条～第 43条（現行どおり） 
 

以 上 


